
【府省等名：人事院】

具体的な取組時期・内容 具体的な成果・課題・今後の取組

○効率的に働ける職場環境の整備
・GSSへの移行に伴い、①部内会議の必要性を精査し、メール連絡、チャット等で代替でき
る場合には会議を開催しないことや、②Outlookのスケジュールアシスタント機能の活用に
よる予定管理、③Teamsの活用により情報共有の迅速化、職場におけるコミュニケーション
活性化を図ること等により、従来の作業負担が軽減されるなどの業務効率化やデジタル化
を進めた。

○従来の作業負担が軽減されるなどの業務効率化が図られた。
具体的には、
・会議については対面、Webのハイブリッドでの開催により、会議室や開催時間確保
の時間を縮減することが出来た。

・SharePointやTeamsを活用した事前の電子による資料共有及び幹部室などに導入し
たモニターと、説明者のGSS端末を無線接続し、説明に利用することで、説明資料の
印字を不要とすることができ、ペーパーレス化を推進した。

・Outlookへの予定登録を必須とすることで、カレンダーインビテーションを活用し
た迅速な日程調整が可能となった。

・研修案内、アンケート等にFormsを利用することにより、周知、取りまとめ業務が
効率化された。

・Outlook・Teamsの常時起動を必須とすることで、情報共有の迅速化、職場におけ
るコミュニケーション活性化ができた。

○休暇の取得促進
・令和６年５月10日付で年次休暇の取得促進について管理職宛の通知を発出し、①「休暇
等計画表」の活用により月１回の計画的な年次休暇取得に取り組むこと、②夏季、ゴール
デンウィーク等における年次休暇取得による職員の連続休暇の取得について、監督者が応
援体制の整備等に努めること等の取組を実施するとともに、年次休暇取得日数の少ない職
員及びその管理者に対し、局長級会議などの場を通じて休暇取得促進の働きかけを行っ
た。

○フレックスタイム制等について、適切な公務運営に配慮しつつ、希望する職員には可能
な限り適用している。特に、職員の心身の健康確保のために必要な場合はフレックスタイ
ム制等の活用を積極的に推奨するとともに、育児や介護等を行う職員の希望については、
できる限り希望どおり対応するよう配慮した。

○令和３年８月26日付「テレワーク推進計画」に基づき、GSSの導入、TeamsによるWeb会議
の導入・普及、必要な行政文書の電子化などテレワーク実施環境の整備に取り組んだ。

・全職員の年間の年次休暇取得実績で、平均で１人１か月当たり１日以上取得する
ことができた。

・フレックスタイムの申請・変更手続については、令和３年１月よりオンラインで
の対応を可能とし、その後、さらに、申請・変更後の割振り時刻を職員自らが電子
出勤簿にインポートし、所要の手続の全てをオンラインで完結させることを可能と
することにより、庶務負担の軽減を図ったところである。今後も引き続き、フレッ
クスタイム制の積極的な活用を職員に促し、職員の「柔軟な働き方」の実現を促進
する。

・テレワーク実施環境の整備のほか、テレワークに対応したマネジメント改革の推
進もあいまって、職員がテレワークを活用しやすい雰囲気を醸成し、職員の個々の
事情に応じたテレワーク勤務を実施している。

調
査

・超過勤務等命令者は、「国家公務員の労働時間短縮対策について」（平成４年12月９日
人事管理運営協議会決定）に基づき、超過勤務を実施する際にその理由、見込み時間等を
事前に把握することを徹底するとともに、「超過勤務事前申告・実績表」の活用等により
部下職員の超過勤務の状況及び理由を正確に把握している。

・超過勤務等命令者は、部下職員の勤務時間等も含めた業務状況を適切に把握した上で、
業務の進め方についての指導、適切かつ柔軟な業務分担や業務の優先順位付け等、超過勤
務縮減に向けた改善方策に取り組んでいる。

・人事課は、以下に掲げる超過勤務縮減のための方策に継続して取り組んでいる。
‐毎月の超過勤務について、本院各局における職員一人当たりの平均超過勤務時間及び

22時を超えて在庁する職員の状況（一日当たりの平均在庁人数及び在庁割合）を定例の局
長会議の場に報告する。
　‐本院における職員（管理職、非常勤職員、臨時的に任用された職員を除く。地方等に
おいても同じ。）の一人当たりの年間超過勤務時間の上限目標を252時間と設定した上で、
各局において局ごとの上限目標及び具体的取組事項を決定する。また、地方等において
は、職員一人当たりの年間超過勤務時間の上限目標を194時間と設定し、超過勤務の縮減に
取り組む。
　‐定時退庁日（毎週水曜日及び金曜日）及び育児の日として定めた日（毎月19日）は、
庁内放送により定時退庁、早期退庁を促進する。
　‐毎週水曜日の20時以降は、原則として執務室の消灯を実施する。

・本院職員一人当たりの月の平均超過勤務時間数については、人材の確保及び育
成、勤務環境の整備をはじめとする公務における様々な課題への取組を進めている
中、横ばいの状況が続いており、令和６年度においては22.1時間となっている。

・超過勤務時間数については、職制や勤務官署の別による時間数の違いはあるが、
年度の切替時期となる３月～４月、勧告作業期に当たる５月～６月、秋の臨時国会
への対応等を要する10月については、例年、超過勤務時間数が多くなる傾向にあ
り、年間の業務スケジュールがほぼ固定化されている。

・また、超過勤務の上限を超えて超過勤務を命ぜられた職員数については、上限規
制の運用初年度である令和元年度は地方機関における管理職以外の職員１人に留
まったものの、令和６年度は令和７年１月末時点で延べ 26 人に達しており、業務
効率化やマネジメント改革等による超過勤務のより一層の縮減に取り組んでいく必
要がある。

本省

地方支分部局等
（時期、範囲等）

【マネジメント改革に関する取組】
・主に管理職のマネジメント能力の向上のため
‐1on1ミーティングの進め方についての研修を実施。
‐内閣人事局主催のマネジメント研修やeラーニングの受講。
‐1on1ミーティングの動画教材を院内掲示板に掲載。
‐多面観察の実施。

【マネジメント改革に関する取組】
・令和６年度は課長補佐以上の職員を対象に、1on1ミーティングの進め方について
の研修（31名受講）を実施するとともに、内閣人事局主催の新任管理者マネジメン
ト研修に課室長級職員を７名派遣した。併せて、1on1ミーティングの動画教材を院
内掲示板に掲載することにより、管理職等のマネジメントに対する意識向上につな
げた。

・また、多面観察対象者（課室長級）を対象に、多面観察結果をもとにグループ
ワークを行う意見交換会を実施（25名参加）した。（詳細は「多面観察の実施状
況」の欄に記載）

・今後は、令和６年12月に策定された「人事院における人材戦略」も踏まえ、
フィードバックスキルの向上など、管理職等のマネジメント能力の向上に資する取
組を実施していく。

【キャリア形成に関する取組】
・キャリア形成支援面談の実施

・人事院研修推進課主催の「キャリア支援研修20」、「キャリア開発セミナー30」、「女
性職員キャリア支援研修」の受講

【キャリア形成に関する取組】
・キャリア形成支援面談を実施することで、職員一人一人がモチベーション高く業
務に当たることのできる環境を整えることができた。引き続き、職員のキャリア形
成に関する考え、現在の業務状況、人事に関する要望など、各職員を取り巻く状況
をきめ細かく把握できるよう、キャリア形成支援面談を実施していく。

・令和６年度は、キャリア支援研修20に７名、キャリア開発セミナー30に４名、女
性職員キャリア支援研修に２名の派遣を行い、自らの将来のキャリア形成について
考える機会の提供を行った。令和７年度においても、引き続きキャリア支援研修20
等への派遣を行う予定。

２．超過勤務時間の縮減

調
査

勤務時間管理
のシステム化
の状況

導入済み又は令和７年度までに導入予定

本省（本院）と同様

３．マネジメント改革

テレワーク実施状況

令和６年11月（テレワーク月間）にテレワークを実施した本省職員の割合は約52％
（うち、概ね週１回以上テレワークを実施した本省職員の割合は約22％）

国家公務員の女性活躍とワークライフバランス推進のための取組指針に基づく取組計画等のフォローアップ
（令和７年度）

項目

１－１．業務見直し・デジタル化の推
進

１－２．柔軟な働き方の推進



【府省等名：人事院】

具体的な取組時期・内容 具体的な成果・課題・今後の取組

国家公務員の女性活躍とワークライフバランス推進のための取組指針に基づく取組計画等のフォローアップ
（令和７年度）

項目

数
値

数
値

数
値

数
値

数
値

○実効性のある広報活動等の推進
・当院のことを深く知らない学生等向けの説明会（オンライン）のほか、内閣人事局や、
人事院が主催する女子学生を対象としたイベントに参加したり、若手職員による座談会方
式の説明会を開催したりするなど、幅広い広報活動を行っている。

・人事院独自の説明会に参加した女性は延べ270人、男性は延べ276人となっており5
割近くが女性となっている。また、令和５年度の内閣人事局、人事院のイベント
（女子学生体験プログラム等）に参加した女子学生のうち、官庁訪問に来訪した数
は11名でその中の６名内定に繋がった。また、令和６年度は総合職、一般職（地方
含め）内定者24名のうち18名が女性となり、一定の成果が得られた。今後も当院の
ことを深く知らない学生等向けの説明会（オンライン）のほか、内閣人事局や、人
事院が主催する女子学生を対象としたイベントに参加したり、若手職員による座談
会方式の説明会を開催したりするなど、幅広い広報活動を行いたい。

○女性職員の職域拡大、人事管理の柔軟化等を通じた女性職員の計画的育成
・当院においては、特定業務に女性職員が多く配置されている、男性職員のみが配置され
てきた業務がある等の職域の固定は概ね解消されており、女性職員の職域拡大を行ってい
る。また、出産、育児期等の前後、又は育児期で時間制約があるような職員でも本人の意
向を考慮し、テレワークやフレックスタイムを活用するなどして、重要ポストを経験させ
たり、必要な研修機会を付与したりするなど、柔軟な人事管理を行っている。

・令和６年度における女性職員の割合は、本省課室長相当職では21.3％、指定職相
当職では4.8％となっており、令和３年４月に設定した人事院目標（本省課室長相当
職20.0％、指定職相当職10.0％）を本省課室長相当職では達成したものの、指定職
相当職については引き続き取組を進める必要がある。このような状況において、第
５次男女共同参画基本計画において、「2020年代の可能な限り早い時期に指導的地
位に占める女性の割合が 30％程度となるよう取組を進める。」とされていることを
踏まえ、女性の登用をより一層推進していく。

○業務効率化の推進体制
・既存業務の縮小、廃止、効率化をはじめとする業務の抜本的見直しに取り組む体制とし
て、総括審議官を座長とし、各局筆頭課長等を構成員とする「業務の抜本的見直し推進
チーム」を設置している。

○令和５年度以降、新しい発想やアプローチで、人事院の業務プロセスに大きな変革をも
たらしたり、業務効率化に貢献したりした個人・チームを表彰している。

・業務の抜本見直し推進チームの下に設置された「人事院制度照会業務の高度化検
討プロジェクトチーム」において、「国家公務員制度ナレッジベース（SEDO）」の
構築等に向けて取組が進められた。令和４年度は４回開催され、業務効率化に向け
た取組例を示した「ガバメント・ソリューション・サービス（GSS）への移行に伴う
業務効率化等の取組について」の策定、人事院制度照会業務の高度化検討プロジェ
クトチームの進捗報告等が行われた。令和５年度は３回開催され、人事院が所管す
る制度照会等への対応業務についての指針の策定、人事院制度照会業務の高度化検
討プロジェクトチームの進捗報告等が行われた。

・表彰を通じて、職員のモチベーションを高めることができた。また、表彰された
取組（SEDOの構築等）を広く共有することにより、人事院だけでなく各府省の業務
改善にも貢献した。引き続き、業務改善等に対する表彰を行うことで、職員のモチ
ベーション向上や業務改善活動の活性化につなげていく予定。

調
査

【時期・対象者の職位】
年に一度、直属の部下職員が５人以上である局長級、審議官級、課室長級職員及び課長補
佐級職員並びに地方事務局（所）長を対象に実施。

【調査・分析のツール】
内閣人事局作成の「多面観察ツール」を利用。

【観察結果の対象者へのフィードバック方法】
個人別レポート（集計結果）を対象者に送付し、研修（動画教材）を実施。
課室長級職員を対象に、自身のマネジメント行動について気付きを得てもらう目的で、多
面観察項目の自己評価及び観察項目と関連するマネジメント行動についての自己チェック
リストを配付。

【その他備考等（令和６年度に実施した新たな取組等）】
課室長級職員を対象に、マネジメント能力向上への活用を一層進めていくため、多面観察
結果振り返り意見交換会を実施した。

・令和６年度に、多面観察対象者（課室長級）を対象に、多面観察結果をもとにグ
ループワークを行う意見交換会を実施（25名が参加）。

・当該意見交換会の受講者から「単に結果を受け取るだけではなく、同じ立場にあ
る各課長と意見交換を行うことによって、自らのマネジメントについて顧みるとと
もに、改善のきっかけとする良い機会となった」等の意見があり、マネジメント能
力向上に資することができたと考えられる。

・今後は、多面観察の結果について管理職員等のマネジメントスキル向上のために
活用する取組を検討する。

６．推進体制・実態把握

多面観察の実施状況

女性の採用目標

【全体】
目標：35％（毎年度）
現状：75.0％（令和７年４月１日）
目標設定時：57.9％（令和５年４月１日）

【総合職】
目標：35％（毎年度）
現状：62.5％（令和７年４月１日）
目標設定時：50.0％（令和５年４月１日）

【技術系区分】
目標：30％（令和３年度～７年度）
現状：－％（令和７年４月１日）※令和７年度において採用予定なし（令和４年度に１名（男性）、令和５年度１名（女性））
目標設定時：－％（令和３年４月１日）　※令和３年度において採用予定なし

女性の登用目標

【本省課室長相当職】
目標：20.0％（令和７年度末まで）
現状：20.3％（令和６年７月）
目標設定時：5.3％（令和５年７月）

【地方機関課長・本省課長補佐級相当職】
目標：28.0％（令和７年度末まで）
現状：31.9％（令和６年７月）
目標設定時：32.5％（令和５年７月）

【係長相当職（本省）】
目標：40.0％（令和７年度末まで）
現状：42.3％（令和６年７月）
目標設定時：43.7％（令和５年７月）

５－１.女性の採用の拡大

５－２.女性の登用目標達成に向けた計
画的育成

子の出生後１年以内に育児に伴う
休暇・休業を１か月以上取得した
男性職員の割合

現状：60.0％（令和６年３月31日）

男性職員の育児休業取得率

現状：88.9％（令和５年度）

男性職員の「男の産休」（配偶者
出産休暇・育児参加のための休
暇）取得率

目標：100％（毎年度）
現状：77.8％（令和５年度）
目標設定時：85.7％（令和２年度）

○男性の育児への参画の促進
・男性職員の育児への参画を促進するため、出生予定のある男性職員に対し、出生予定連
絡票を提出させている。出生予定連絡票を提出した男性職員の所属長に対し、「取得計画
書兼フォローシート」を配付し、当該職員への合計１ヶ月以上の育児に伴う休暇・休業の
取得の勧奨、休暇等の取得計画の作成、取得環境の整備、取得状況等の報告依頼を行って
いる。

○働く時間の柔軟化
・フレックスタイムの申請・変更手続について、全てオンラインで完結できるようにして
おり、手続の効率化を図っている。

○代替職員の確保
・一定期間以上の育児休業を取得する職員の代替要員として、育児休業代替職員を採用す
るなど、常勤職員の配置を行った。

○転勤に関する配慮等
・毎年度実施する職務状況等調査において、転勤に関し職員本人の意向を確認するほか、
可能な限り早期に異動の打診を行うなどの対応を行った。

○（再掲）休暇の取得促進

○安心して公務に専念できる環境の整備
・内閣人事局から提供される保育施設等の情報や育児関連支援サービスについて院内ポー
タルに掲示するほか、育児休業中職員に向け、メールマガジンの配信を行っている。

・男性職員の育児休業、配偶者出産休暇及び育児参加のための休暇の取得促進のた
めの取組について、機会を捉え周知することで、それらの取得促進につながってい
る。

・働く時間の柔軟化に取り組むことで、職員へのワークライフバランスの意識啓発
が進むとともに、超過勤務についても、管理職員が部下職員の超過勤務の状況及び
理由を日々適切に把握できるなど、効率化が図られている。

・（再掲）全職員の年間の年次休暇取得実績で、平均で１人１か月当たり１日以上
取得することができた。

・引き続き、両立支援を進めていくために以下の取組を実施していく予定。
‐管理職を対象とした各種研修等を通じて両立支援制度に対する理解の醸成を図

るとともに、両立支援制度を利用する職員の業務情報を職場の管理者と共有するこ
と等により、職員が両立支援制度を利用しながら職務経験の蓄積を通じてキャリア
形成ができる環境を整備する。
　‐育児休業、育児短時間勤務等の両立支援制度を利用したことのみにより昇任や
昇格に不利益とならないよう、能力・実績に基づき昇任や昇格の判断を行う。
　‐管理職となるために必要な職務の経験について、例えば、出産・育児期等の前
後、又は育児期で時間制約があるような場合でも本人の意向を考慮して働く場所や
時間の柔軟化するなどして、重要なポストを経験させたり、必要な研修の機会を付
与したりするなど、柔軟な人事管理を行う。

４．仕事と育児等の両立支援



【府省等名：人事院】

具体的な取組時期・内容 具体的な成果・課題・今後の取組

国家公務員の女性活躍とワークライフバランス推進のための取組指針に基づく取組計画等のフォローアップ
（令和７年度）

項目

調
査

＜ストレスチェック＞
【時期・対象者】
年に一度、全職員を対象に実施。

【調査・分析のツール】
外部業者に委託。

【フィードバック】
集団ごとの集計・分析結果を当該集団の管理監督者に提供。

【結果の活用】
集団の管理監督者に対し、集計・分析結果を踏まえた職場環境改善の実施を依頼。

・各集団の管理監督者に対し、集計・分析結果を踏まえた職場環境改善の実施を依
頼したほか、その際、各集団で取り組んだ職場環境の改善策を共有することで、院
内全体の職場環境の向上につなげた。

職場や職員の状況を把握するため
の調査（エンゲージメントサーベ
イ、モチベーションサーベイ等）
の実施状況




